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放射性廃棄物ＷＧにおける議論について

 最終処分地の選定の目処が立っていない状況、福島原子力発電所の事故の状況等を踏まえ、
原点に立ち返って、最終処分政策の見直しを実施。

 昨年５月より１３回にわたって議論。本年５月２３日に中間取りまとめを公表。

○取り組みのあり方

・将来世代の負担の増大
・地層処分の不確実性
・今後の技術的進歩の可能性
・不十分な社会的信頼

・国による科学的有望地の提示
・住民参加型の検討の場の設置
・地域の持続的発展のための適切な支援

○処分地選定の取り組みの改善

・手を挙げる自治体の負担大
・「住民不在」で進められる懸念
・受入れに伴う負担

・現世代の責任として最終処分を進める
・可逆性・回収可能性の担保
・代替処分方法等の研究開発の推進
・社会的合意形成の段階的な醸成

・組織目標の明確化等のガバナンス改善
・信頼性確保に向けた第三者評価の活用

○処分推進体制の改善

・NUMOの危機感の欠如
・国、NUMOに対する評価の重要性
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地層処分技術ＷＧにおける議論について

○次に、これらの地質環境特性に擾乱を与える天然事象を段階的な調査により回避することが可能。

○地層処分に好ましい以下の地質環境特性は我が国に広く存在。

・地温の低さ（火山周辺等を除く） →ガラス固化体の溶解や緩衝材の変質を抑制

・地下水の流れが緩慢 →漏出した放射性物質の移動を抑制

・地下深部が酸性環境以外（火山周辺等を除く）

→金属容器の腐食、放射性物質の地下水への溶解を抑制

火山活動
影響範囲（側火山、地温、化学環境への影響）は、
火山から１５ｋｍ程度。

既存の火山から１５ｋｍ以内

隆起・侵食

地下３００ｍ以深の施設が地表に出る可能性を考慮

過去１０万年間の隆起量が３００ｍ（沿
岸部は海面の変動量を合計して考慮し
１５０ｍ）を超える地域

断層活動

処分場の力学的な破壊可能性を考慮

破砕帯の幅として、断層長さの１／１００
程度（数百ｍ程度）

 原子力研究開発機構が行った包括的な地層処分の技術的信頼性評価（２０００年）より、１０年以
上が経過。研究開発の進展、東日本大震災等の未曾有の天然現象等を踏まえ、地層処分の技
術的信頼性の再評価を実施。

 関連学会の推薦等による専門家の参画の下、昨年１０月より８回にわたって議論。本年５月３０

日に中間取りまとめを公表。
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最終処分地選定プロセスの見直し （第２回最終処分関係閣僚会議資料より抜粋）

最終処分法で定められた選定プロセス

施設建設
廃棄物搬入開始

②概要調査
（ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞの実施等）

③精密調査
（地下施設の建設・試験）

①文献調査

20年
程度

第１回最終処分関係閣僚会議（2013.12）
新たなプロセスを追加

国による科学的有望地
の選定（マッピング）

・ 自治体からの応募
・ 複数地域に対し、国から申入れ

重点的な理解活動
（説明会の開催等）

3



最終処分法上に規定される各調査の概要
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文献調査

記録文書、学術論文、 地質図、書
籍等による調査

概要調査

地表踏査、ボーリング調査、トレン
チ調査（断層調査） 等

精密調査

地上からの調査、地下の調査施設
での測定・試験 等

 適合要件に合致している地域をNUMOが
選定し、国が承認（法第６条から第８条）

 国は、都道府県知事、市町村長の意見
を聴き、反対の場合は先に進まない（法
第４条）



諸外国の適地選定に関する要件・基準例
※実施主体が特定の地域を対象とせず、全国一律のデータ若しくは調査を実施したものを適地選定として整理

考慮した要件

【フィンランド】
サイト確定調査により
１０２ヶ所の潜在的調
査地域を選定
（１９８３ー１９８５）

・大規模な断層・亀裂帯の回避
・大規模で比較的均質な岩盤であること（大きい亀裂帯・破砕帯の存在、高い亀裂密度の岩盤は除外）
・都市区を除外
・大規模な環境保護地域やそれに準じる地域、有望な地下資源が含まれる地域は除外
・居住地に沿った交通量の多い道路が存在する、もしくは交通手段がない地域は除外等

【スウェーデン】
総合立地調査により地
層処分に適切な母岩
が広く存在することを
確認
（１９９３－２０００）

・主要な亀裂領域が少ない広大なサイトであること
・不均質性が高く、構造解釈が困難な基盤岩を除外
・異常な地下水化学特性を有する地域を除外
・変形領域や後氷期の断層がある地域を除外
・地下水の湧水が顕著である地域は除外
・鉱物資源の試掘の可能性があるところは除外
・土地利用や環境面での利害衝突が少ない地域
・必要となるインフラが利用可能、輸送手段が良好であること。
・地元において積極的な関心があること。

【フランス】
潜在的な有望な地層
を有する地域を特定
（１９８３）

潜在的に有望な地質として、結晶質岩、岩塩、変成岩、粘土層を選択。さらに、以下の地域は除外。
・地震活動度の高い地域
・最近の火山活動の認められる地域
・地熱源のある地域
・平均値に比較して地殻の厚みに変動のある地域

【スイス】
オリパナス粘土を母岩
とする地層への処分が
可能であることを確認
（２００６）

・十分な母岩規模
・低透水性
・長期安定性
等からオリパナス粘土を選択
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フィンランドのサイト確定調査における選定要件・基準例

地域ブロック（目標地域）の絞込（100～200km2）

調査地域の絞込（5～10km2）

・大規模な断層・亀裂帯の回避

・都市区を除外

・大規模な環境保護地域やそれに準じる地域が含まれ
る場合、有望な地下資源が含まれる地域は除外

・居住地に沿った交通量の多い道路が存在する、もしく
は交通手段がない地域は除外

・大規模で均質な岩盤であること
・基盤岩に関する情報量が得やすいか否か

・居住地、耕作地、人口の密度等
・土地所有権に関して個人所有等
・鉄道までの距離 １０２ヶ所の潜在的調査地域を選定

※以下の内容について重みづけをして総合的に評価

※除外要件を考慮

6【出典】（公財）原子力環境整備促進・資金管理センター調査



 全国規模の総合立地調査（安全、技術、環境、社会）

⇒カレドニア山地、Gotland、およびSkåne地方の一部
に深地層処分場に不適な母岩があることを示した
（右図の濃い灰色部分）

 県域別総合立地調査

⇒主な結論は、深地層処分場の立地に関して興味あ
る母岩が調査対象のすべての県に存在する（右図の薄

い灰色部分）

Gotland

Skåne地方

スウェーデンの総合立地調査における選定要件・基準例

・非常に不均質であり、構造の解釈が困難である基盤岩を除外
・変形領域及び氷期後の断層の存在が既知である地域を除外
・地下水の湧水が顕著である地域を除外
・異常な地下水化学特性を有する地域を除外

・鉱物資源の試掘の可能性がある岩石種を除外
・土地利用や環境面での利害衝突が少ない地域
・必要となるインフラが利用可能、輸送手段が良好であること

・主要な亀裂領域が少ない大規模なサイトであること

7【出典】（公財）原子力環境整備促進・資金管理センター調査
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 処分地決定に係る原則決定段階まで、地元の拒否権を担保。

 法令により、事業者は原則決定申請前に環境影響評価（EIA）を実施することを規定。EIAは事業による環境
への影響を評価するとともに、市民が入手可能な情報提供し参加する機会を増やすことを目的とする。ポシ
ヴァ社は1997年～1999年に4箇所の候補自治体におけるEIAを実施し、その一環としてニュースレターや展示
会等による住民への情報提供を行い、公開討論、小グループとの会合や候補自治体の議会向け会議の開
催を通じて関係者のEIAへの参加を促した。

 EIAの一環として4箇所の候補自治体で意識調査を実施。処分場の受け入れに関して、原子力発電所が立地
する2箇所の自治体ではその他の自治体より、受け入れに肯定的な住民の割合が高い結果が示された。

候補自治体の各世帯にEIA
ニュースレターを配布

展示等による情報提供活動

コミュニケーション活動

（原子力発電所が立地する自治体）

（原子力発電所が立地する自治体）

フィンランドの立地選定への地域・住民意見の反映

【出典】第5回廃棄物WG参考資料より抜粋



 集落の住民代表から構成。
 住民と議会のために、SKB社の

調査活動状況の調査、情報伝
達、ｾﾐﾅｰ開催等を実施。

 自治体執行委員会の意思決定
の際の意見聴取先。

 必要に応じ、ティーエルプ自治
体の代表も招いた

 処分場の立地・建設の審査段階まで、地元は拒否権を行使できる。（環境法典に基づく許可の前提）

 環境影響評価にあたり、事業者が、特に影響を受けるとみなされ得る個人と協議を行う義務。

 自治体が行う情報提供活動や協議に要する費用を「原子力廃棄物基金」から支弁（上限約6,000万円／年）

・サイト選定プロセスに関与する地方自治体が、SKB社のサイト選定研究を詳細に追跡する機会を与えられる
べきとの考え方の下、1995年より措置。

・例えば、ｵｽｶｰｼｬﾑ自治体は、専門家を雇用し、SKB社や規制機関と対等に議論ができるような体制を構築。
説明会や討論会を開催し、その結果をもとに自治体議会等が議論し、ﾌｨｰｼﾞﾋﾞﾘﾃｨ調査の受入れを決定。ま
た、住民が参加する複数の検討ｸﾞﾙｰﾌﾟを組織し、ﾌｨｰｼﾞﾋﾞﾘﾃｨ調査やｻｲﾄ調査のﾚﾋﾞｭｰを実施。

自治体議会（49名）

自治体執行委員会（15名）

方針検討グループLKOプロジェクト
事務局

 最終処分に係る問題に対処するた
めに、自治体執行委員会の下に設
置されたプロジェクト組織。自治体
に対するアドバイザ（顧問）兼事務
局としての機能をもつ。

 住民向けの説明会や討論会の開催
などを実施。

【オスカーシャム自治体における対応組織】

 ワーキンググループの代表とＬ
ＫＯプロジェクトで雇用された
外部専門家から構成。

 LKOプロジェクトの方針検討、
執行委員会や議会への報告、
EIA協議等に対する自治体の
参加準備などを行う。

複数の検討グループ（住民参加）

※ＬＫＯ：オスカーシャム自治体の地域能力開発

自治体議会（49名）

自治体執行委員会（15名）

準備グループ
プロジェクト

事務局（公務員）

【エストハンマル自治体における対応組織】

複数の検討グループ（住民参加）

ﾚﾌｧﾚﾝｽｸﾞﾙｰﾌﾟ

 議員から構成。
 EIA協議等の対応や

SKB社、規制機関との
対応を含むプロジェクト
運営を行う。

 ﾚﾌｧﾚﾝｽｸﾞﾙｰﾌﾟにも参
加。

スウェーデンの立地選定への地域・住民意見の反映

【出典】第5回廃棄物WG参考資料より抜粋 9



可逆性に関する専門部会（12名）

環境・健康に関する専門部会（14名）

廃棄物貯蔵に関する専門部会（26名）

公開討論に関する専門部会（5名）

連絡協議会（6名）

地域との対話に関する専門部会（9名）

【CLIS組織】
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 CLIS（地域情報フォローアップ委員会）の設置

・地下研究所のサイトに、住民への情報提供及び協議実施を目的としたCLISを設置することを法定。（1991年放射性
廃棄物管理研究法、2006年放射性廃棄物等管理計画法）

・運営資金は国の補助金及び処分実施主体（ANDRA）の資金によって支弁。

 公開討論会の実施： 独立した行政委員会である公開討論国家委員会（CNDP）が実施を担当

・放射性廃棄物処分場を含む原子力基本施設など、環境に多大な影響を及ぼす大規模な公共事業や政策決定につ
いて、その計画段階において行政、事業者、国民、専門家などが議論を行う公開討論会を実施。

・地層処分場についても、設置許可申請前の段階で公開討論会を実施することが、2006年放射性廃棄物等管理計
画法にて法定。公開討論会を２０１３年１２月まで実施。

ＣＬＩＳ
（委員91名）

【ビュール地下研究所CLISの構成】
＜構成員＞
・上院と下院の地元代表議員
・両県※に関係する地域圏地方長官、県地方長官
・両県の県議会議員、地域圏議会議員
・農業その他の職能団体の代表
・医療専門団体の代表
・特定個人（住民３名）
・関連市町村の長
・環境保護団体のメンバー
※地下研究所が所在するムーズ県・オート=マルヌ県

＜オブザーバー＞
・放射性廃棄物管理機関（ANDRA、実施主体）
・原子力安全機関（ASN、規制機関）

フランスの立地選定への地域・住民意見の反映

【出典】第5回廃棄物WG参考資料より抜粋



電源立地交付金の概要

 高レベル放射性廃棄物最終処分施設の立地選定に当たり、理解促進・地域振興の観
点か ら電源立地交付金制度による支援策を２００２年から実施。

 現在、文献調査段階、概要調査段階まで制度措置。（精密調査段階以降は未定）

期間Ⅰ（文献調査段階） 期間Ⅱ（概要調査段階）

交付先 所在市町村等

交付対象 地域振興策の検討
（地域振興に関する計画の作成等）

理解促進事業
（先進地の見学、検討会、ポスター、チラシ、パ
ンフレット制作等）

地域活性化事業
（福祉向上・地域産業振興に資する事業）

※上記の他、特に必要と認められる場合は、期間Ⅱの
交付対象も適用可。

地域振興策の検討
（地域振興に関する計画の作成等）

理解促進事業
（先進地の見学、検討会、ポスター、チラシ、パンフ
レット制作等等）

公共用施設整備事業
（公共用施設や産業振興施設の整備・維持運営等）

企業導入促進・産業活性化事業
（企業導入促進・地域産業近代化のための事業）

福祉対策事業
（医療施設、社会福祉施設などの整備・運営等）

地域活性化事業
（福祉向上・地域産業振興に資する事業） など

交付限度額 単年度限度額 １０億円
（期間限度額 ２０億円）

単年度限度額 ２０億円
（期間内限度額 ７０億円）



 最終処分事業が長期にわたる事業であることから、地域が事業との共生により発展す
る姿を提示すべきとの観点から、２００８年５月に地域振興構想研究会を立ち上げ、地
方行政経験者、学識経験者等で幅広く意見交換を実施。同年９月に報告書「地層処
分事業と地域振興プランについて」を取りまとめ。

地域振興構想研究会取りまとめ（2008年9月）

○地域振興プランの実例の提示
地域が主体的に地域振興プランを立案する際の参考として活用できるような実例を提示。地域共通的に求めら
れる地域振興の重要な３つの要素ごとに、様々なメニューを検討。

 行政サービス・生活基盤関連
防災対策、子育て支援、交通利便性の向上、環境保全 等

 医療・福祉関連
医療機関整備、ヘルパー派遣の充実、健診等の充実、遠隔医療 等

 産業振興関連
農林水産業（トマトの大規模栽培、ブランド牛推進、種苗生産 等）、エネルギー産業（ミニ水力電力、新エネ
産業等の誘致・拠点化 等）

この他、地下施設を活用した事業、地場産業による地域興し事業、観光支援事業、中心市街地の再生・活性
化、企業・研究施設の誘致 等

【報告書の概要】

○自治体や地域住民が主導的に検討する仕組みの必要性
 地方自治体や地域の住民が参加する地域づくり協議会のような組織を設置して地域振興を検討・実行する

活動を展開するほか、協議会の核となる人材（地域リーダー）の育成、地域で活躍するNPOと連携した取組が
必要。

 外部人材の積極的な活用を図るための人材ネットワーク構築に向けた取組が必要。 12


